
別紙６-２ 

新旧対照表 

【特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年３月 31 日財関第 418 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

 

〔別紙様式１〕 
 

法令遵守規則・実施規則の記載内容等に関するチェックシート 
 

 
  
 
 
 
１及び２ （省略） 
 
３ 税関手続の履行に関する事項 
⑴及び⑵ （省略） 
⑶ 特定輸出貨物に関する税関手続 

N
o 審  査  事  項 

自己評価及び実

施内容（実施状

況）等 

税 関

審 査

欄 
①
～ 
③ 

（省略） 
 

  

④ 関連会社等に特定輸出貨物の運送を依頼し
ている場合であって、消費税の免税措置の
適用を受ける運送については、当該運送の
指図書の内容が関税法基本通達（昭和 47
年３月１日蔵関第 100 号）67 の３-１-７の
⑶の規定に適合することとなるための手順
及び体制が整えられているか。 

□ＹＥＳ 
□ＮＯ 

  

⑷ 特定製造貨物に関する税関手続の管理 

N
o 審  査  事  項 

自己評価及び実

施内容（実施状

況）等 

税 関

審 査

欄 

□特例輸入者 

□特定輸出者 
□認定製造者 

○○○社

 
〔別紙様式１〕 

 
法令遵守規則・実施規則の記載内容等に関するチェックシート 

 
 

  
 
 
 
１及び２ （同左） 
 
３ 税関手続の履行に関する事項 
⑴及び⑵ （同左） 
⑶ 特定輸出貨物に関する税関手続 

N
o 審  査  事  項 

自己評価及び実

施内容（実施状

況）等 

税 関

審 査

欄 
①
～
③

（同左） 
 

  

④ 関連会社等に特定輸出貨物の運送を依頼し
ている場合であって、消費税の免税措置の
適用を受ける運送については、当該運送の
指図書の内容が関税法基本通達（昭和 47
年３月１日蔵関第 100 号）67 の３-１-８の
⑶の規定に適合することとなるための手順
及び体制が整えられているか。 

□ＹＥＳ 
□ＮＯ 

  

⑷ 特定製造貨物に関する税関手続の管理 

N
o 審  査  事  項 

自己評価及び実

施内容（実施状

況）等 

税 関

審 査

欄 

□特例輸入者 

□特定輸出者 
□認定製造者 

○○○社 
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別紙６-２ 

新旧対照表 

【関税定率法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 101 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

① 
～ 
③ 

（省略）  □ＹＥＳ 
 □ＮＯ 

  

④ 関連会社等に特定製造貨物の運送を依頼し
ている場合であって、消費税の免税措置の
適用を受ける運送については、当該運送の
指図書の内容が関税法基本通達（昭和 47
年３月１日蔵関第 100 号）67 の３-１-７の
⑶の規定に適合することとなるための手順
及び体制が整えられているか。 

□ＹＥＳ 
 □ＮＯ 

  

 
４～６ （省略） 
 
７ 関連会社等の指導等に関する事項 

N
o 審  査  事  項 

自己評価及び実

施内容（実施状

況）等 

税 関

審 査

欄 
① 
～
③ 

（省略） 
 □ＹＥＳ 
 □ＮＯ 

  

④ 関連会社等に特定輸出貨物又は特定製造貨
物の運送を依頼している場合であって、消
費税の免税措置の適用を受ける運送に関し
て当該関連会社等が作成する請求書の内容
が、関税法基本通達67 の３-１-７の⑷の規
定に適合することとなるための当該関連会
社に対する指導及び管理の手順及び体制が
整えられているか。 

□ＹＥＳ 
□ＮＯ 

  

 
８ 税関との連絡体制に関する事項 

N
o 審  査  事  項 自己評価及び実

施内容（実施状

税 関

審 査

①
～
③

（同左）  □ＹＥＳ 
 □ＮＯ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
４～６ （同左） 
 
７ 関連会社等の指導等に関する事項 

N
o 審  査  事  項 

自己評価及び実

施内容（実施状

況）等 

税 関

審 査

欄 
①
～
③

（同左） 
 □ＹＥＳ 
 □ＮＯ 

  

④ 関連会社等に特定輸出貨物の運送を依頼し
ている場合であって、消費税の免税措置の
適用を受ける運送に関して当該関連会社等
が作成する請求書の内容が、関税法基本通
達67 の３-１-８の⑷の規定に適合すること
となるための当該関連会社に対する指導及
び管理の手順及び体制が整えられている
か。 

□ＹＥＳ 
□ＮＯ 

  

 
８ 税関との連絡体制に関する事項 

N
o 審  査  事  項 自己評価及び実

施内容（実施状

税 関

審 査
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別紙６-２ 

新旧対照表 

【関税定率法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 101 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

況）等 欄 
① （省略）     
② 次に掲げる場合に、直ちに税関へ連絡する

手順及び体制が整えられているか。 
 イ 令第４条の５第５項、令第 59 条の

10第５項又は令第 59 条の 16第６項の
規定に基づく届出を行う必要が生じた
場合。 

 ロ～ニ （省略） 

 □ＹＥＳ 
 □ＮＯ 

  

 
９～13 （省略） 
 

〔別紙様式２〕 
 

法令遵守規則の記載内容等に関するチェックシート 
 

 
 

 
 
 
 
 

１及び２ （省略） 
 
３ 税関手続の履行に関する事項 
⑴及び⑵ （省略） 
⑶ 認定通関業者に関する税関手続 

№ 審  査  事  項 
自己評価及び実

施内容（実施

状況）等 

税関

審

査

欄

特定保税承認者 
 □保税蔵置場 
 □保税工場 
□特定保税運送者 
□認定通関業者 

○○○社 

況）等 欄 
① （同左）     
② 次に掲げる場合に、直ちに税関へ連絡する

手順及び体制が整えられているか。 
 イ 令第４条の５第５項、令第 59 条の

８第５項又は令第 59 条の 14第６項の
規定に基づく届出を行う必要が生じた
場合。 

 ロ～ニ （同左） 

 □ＹＥＳ 
 □ＮＯ 

  

 
９～13 （同左） 
 

〔別紙様式２〕 
 

法令遵守規則の記載内容等に関するチェックシート 
 

 
 

 
 
 
 
 

１及び２ （同左） 
 
３ 税関手続の履行に関する事項 
 ⑴及び⑵ （同左） 
⑶ 認定通関業者に関する税関手続 

№ 審  査  事  項 
自己評価及び実

施内容（実施

状況）等 

税関

審

査

欄 

特定保税承認者 
 □保税蔵置場 
 □保税工場 
□特定保税運送者 
□認定通関業者 

○○○社 
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別紙６-２ 

新旧対照表 

【関税定率法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 101 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

①
～
④ 

（省略） 
 

  

⑤ 関連会社等に特定委託輸出貨物の運送を

依頼している場合であって、消費税の免

税措置の適用を受ける運送については、

当該運送の指図書の内容が関税法基本通

達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）67

の３-１-７の⑶の規定に適合することと

なるための手順及び体制が整えられてい

るか。 

 □ＹＥＳ 
 □ＮＯ 

  

⑥ 上記①から⑤のほか、法、通関業法その

他の法令に規定する輸出入関連業務に関

する手続の適正な履行及び通関業務に係

る貨物について必要な確認の的確な履行 

 □ＹＥＳ 
 □ＮＯ 

  

 
４～６ （省略） 
 
７ 関連会社等の指導等に関する事項 

N
o 審  査  事  項 

自己評価及び

実施内容（実

施状況）等 

税 関

審 査

欄 
① 
～
③ 

（省略）  □ＹＥＳ 
 □ＮＯ 

  

④ 関連会社等に特定委託輸出貨物の運送を依
頼している場合であって、消費税の免税措
置の適用を受ける運送に関して当該関連会
社等が作成する請求書の内容が、関税法基
本通達 67 の３-１-７の⑷の規定に適合す
ることとなるための当該関連会社に対する

□ＹＥＳ 
 □ＮＯ 

  

①
～
④ 

（同左） 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 上記①から④のほか、法、通関業法その

他の法令に規定する輸出入関連業務に関

する手続の適正な履行及び通関業務に係

る貨物について必要な確認の的確な履行 

 □ＹＥＳ 
 □ＮＯ 

  

 
４～６ （同左） 
 
７ 関連会社等の指導等に関する事項 

N
o 審  査  事  項 

自己評価及び

実施内容（実

施状況）等 

税 関

審 査

欄 
①
～
③

（同左）  □ＹＥＳ 
 □ＮＯ 
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別紙６-２ 

新旧対照表 

【関税定率法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 101 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 5  

改正後 改正前 

指導及び管理の手順及び体制が整えられて
いるか。 

 
８～13 （省略） 
 

 
 
 
 
８～13 （同左） 
 

 


